
限定保証書 
REV.JP20230715-リニア-両面発電仕様 

2 0 2 3 年 07 月 15 日及びそれ以

降に締結された売買契約に基づき販売された如何なる太陽光発電モジュール（「モジュール」といいます）に

ついて、最初の買主及びその承継者及び許可を受けた譲受者（「顧客」という）に対し、本書の内容と条件（「限

定保証」といいます）に基づいて通常の製品品質保証を提供致します。以下、「Jinko」と「顧客」の何れか一

方を指す場合は「当事者」、双方を指す場合は「両当事者」といいます。 

 

限定保証書は、ヨーロッパ諸国、オーストラリア及びニュージーランドに販売された及び/又は配送された「モ

ジュール」には適用されないものする。 

 

表 1 本≪限定保証≫が適用される製品型番                   

シリーズ モジュール型番
製品限定保証期間

（年数）
出力限定保証期間

（年数）
初年度劣化率
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1. 限定保証 

1.1  定義及び表の説明
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かつ終局的なものとします。 実測出力のすべての測定では、検査の不確実性の影響を IEC 61215 に従って

考慮する必要があります。 

 

d) 「Jinko」 は、まず 2.1(c) に従って独立検査機関で発生した合理的な検査費用を負担するものとします。

当該費用には、送料、検査サービス、および保険等が含まれますが、これらに限定されません。 但し、独立検

査機関が「保証」の違反を確認できない場合、または独立検査機関が利用されなかった場合、或いは「顧客」

が「Jinko」の「保証」違反を立証することができなかった場合、「顧客」は、通知を受け取り次第速やかに「Jinko」
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ル」と電気的に互換性があり、「限定保証」セクション 1 に規定されている保証劣化率に基づく供給または交

換時の元の「モジュール」の保証された出力以上の電気出力を有するものとします。上記にかかわらず、「Jinko」 

が上記の基準を満たす「モジュール」を提供できない場合、 2.2(b) に基づいて提供される追加または交換

「モジュール」は、上記の基準を最も実質的に満たしている「モジュール」を「Jinko」が提供するものとしま

す。  2.2(b) に基づく「Jinko」の修理、交換、または追加品の供給の履行は、いかなる「保証」期間も延長

しないものとします。 

 

元の購買契約で別段の合意がない限り、「顧客」は、不要「モジュール」を、適用される電子廃棄物の処理およ

び処分に関する法令に従って、自費で処分するものとし、同じものを如何なる方法でも再加工、再販売、また

は再利用してはなりません。「Jinko」 が当該「モジュール」を回収することを決定した場合、「モジュール」

の所有権は 「Jinko」 に帰属するものとみなされ、「Jinko」 は、元の場所から 「Jinko」 が指定した目的地

までの「モジュール」の配送に関連する輸送費を負担するものとします。 

 

c) 責任の免除 

本「限定保証」は、 2.2(c) の規定事由に該当した場合除外の対象となります。 「保証」は、以下の「モジュ

ール」または「製品」には適用されません。 

1) 「Jinko」 の事前の書面による同意なしに、またはその他 「Jinko」 の書面による指示従わずに変更、修

理、または改造した場合 

2) 「モジュール」の製造日に www.「Jinko」solar.com にて入手できる 「Jinko」 インストールマニュアル

に従わずに使用した場合。  

3) 「顧客」が「モジュール」を購入した後、または交換用「モジュール」として 「Jinko」 から受け取った

後、最初に設置された物理的な場所以外の場所に取り外して再設置した場合。  

4) 「Jinko」の原因によらずに、保管、輸送、運搬、設置、応用、使用又はサービスの提供過程において誤用、

乱用、不注意、不慮の事故等があった場合 

5) 電力サージ、雷、洪水、火災、自然災害、およびその他の不可抗力、戦争、改ざん、破壊行為、偶発的な

破損による「モジュール」の損傷、または「Jinko」の制御を超えるその他の出来事により、「モジュール」

に重大な損壊をもたらした場合 

6) 移動可能のプラットフォーム（単軸或いは双軸の追尾型設備上ではない）に設置されている場合又は海洋

環境に設置されている場合 

7) 腐食性物質或いは塩水との直接接触、虫害、或いは太陽光発電システムの部品に故障が生じた場合 

8) 






